
○津幡町ホームページ有料広告掲載取扱要綱 

平成２４年１月１９日 

津幡町告示第４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、津幡町有料広告掲載要綱（平成２４年津幡町告示第３号）の規定に基づき、

津幡町ホームページ（以下「町ホームページ」という。）に掲載する有料広告の取扱いについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） 町ホームページ 町が管理するホームページで、https://www.town.tsubata.lg.jp/

ではじまるものをいう。 

（２） バナー広告 文字又は画像で表示された情報で、町ホームページへの広告の掲載を希

望する者（以下「広告主」という。）の指定するホームページにリンクする機能を有するも

のをいう。 

（広告掲載の範囲） 

第３条 町ホームページに広告を掲載できる範囲等は、津幡町有料広告掲載要綱及び津幡町有料

広告掲載基準（平成２４年津幡町訓令第２号）の規定を適用する。 

（広告の規格等） 

第４条 広告を掲載できる規格等は次の表のとおりとする。 

広告の種類 バナー広告 

掲載位置 次のページ内で町が指定する位置 

町ホームページのトップページ 河北中央病院のトップページ 

広告掲載料（月額） ５，０００円／枠 ２，１００円／枠 

大きさ 縦２５０ピクセル×横３００ピク

セル 

縦５０ピクセル×横１８０ピクセル 

形式 GIF形式又はJPG形式 

ファイル容量 ５０キロバイト以内 １０キロバイト以内 

２ 一の連続する広告掲載申込みの場合の広告掲載料は、それぞれ掲載期間に応じて次の割合を

割り引くものとする。 



（１） ３月以上５月以内 ５パーセント 

（２） ６月以上１１月以内 １０パーセント 

（３） １２月 １５パーセント 

３ 広告を掲載するにあたっては、利用者に適切な閲覧環境を提供するため、次の事項を遵守す

るものとする。 

（１） 画像の切替え表示を行う場合は、明度差が大きすぎないように十分配慮すること。こ

の場合において、アニメーションによる画像の大部分の切替えはしないこと。 

（２） 文字色と背景色の明度差を十分確保するとともに、文字背景に画像や写真を使用する

場合は、文字の周囲を縁取る等、文字を読みやすくする処理を行うこと。 

（３） 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにするこ

と。 

（掲載期間） 

第５条 広告の掲載期間は１月単位とし、１月以上１２月以内で更新は妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、広告掲載期間内に、広告主の責めに帰さない理由により町ホーム

ページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日が１日未

満の場合は、掲載期間の延長は行わない。 

（広告の掲載募集） 

第６条 広告の掲載募集は、広報つばた及び町ホームページ等により随時行うものとする。 

（広告掲載の申込み） 

第７条 広告主は、津幡町ホームページ有料広告掲載申込書（様式第１号）に次に掲げる図書を

添えて、町長に提出するものとする。 

（１） 広告原稿 

（２） 資格免許証、諸証明書、その他広告主を確認できる書類 

２ 前項第１号の広告原稿の作成費用は、広告主の負担とする。 

（広告掲載の決定） 

第８条 町長は、前条に規定する申込書の提出を受けたときは、津幡町有料広告掲載要綱及び津

幡町有料広告掲載基準の規定に基づき審査を行い、広告掲載の可否を決定するものとする。 

２ 広告掲載の可否について疑義が生じた場合は、津幡町有料広告掲載要綱第９条の規定に基づ

き、広告審査委員会を開催するものとする。 

３ 町長は、広告掲載の可否について決定を行ったときは、その結果及び条件等について津幡町



ホームページ有料広告掲載決定通知書（様式第２号）又は津幡町ホームページ有料広告非掲載

決定通知書（様式第３号）により、広告主に通知するものとする。 

（広告掲載料の納入） 

第９条 広告主は、町長の指定する期日までに、第４条に定める広告の掲載料を前納するものと

する。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 

（広告主の提出義務） 

第１０条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに津幡町ホームページ有料

広告掲載内容変更届（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

（１） 広告の掲載を取り下げる場合 

（２） 広告を差し替える場合 

（３） 前２号に規定するもののほか、津幡町ホームページ有料広告掲載申込書の記載内容に

変更が生じた場合 

（広告掲載料の返還） 

第１１条 広告の掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲

載ができなくなった場合は、その全額又は一部を返還する。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。 

３ 町は、広告が掲載できなかったことにより生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返

還以外の責めを負わないものとする。 

４ 本条の規定による広告掲載料の返還を受けようとする者は、津幡町ホームページ有料広告掲

載料返還請求書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１２条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町と広告主双方が誠意をも

って協議し、解決を図るものとする。 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月２２日津幡町告示第９３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月５日津幡町告示第１０８号） 



この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２６年１月２７日津幡町告示第４号） 

この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２８日津幡町告示第４１号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年２月２２日津幡町告示第２号） 

この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。 

附 則（令和２年１０月２６日津幡町告示第９６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行す

る。 

（準備行為） 

２ 町ホームページの有料広告に係る手続その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、

この要綱の施行前においても行うことができる。 

附 則（令和４年２月１日津幡町告示第３号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年１月１４日津幡町告示第１号） 

この要綱は、令和７年１月３０日から施行する。 



 



 



 



 



 

 


